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入会金 合計

4月 1,500円
(2,100円)

4・5・6月分 1,800円
(2,400円)

5月 1,000円
(1,400円)

5・6月分 1,300円
(1,700円)

6月 500円
(700円)

6月分 800円
(1,000円)

7月 1,500円
(2,100円)

7・8・9月分 1,800円
(2,400円)

8月 1,000円
(1,400円)

8・9月分 1,300円
(1,700円)

9月 500円
(700円)

9月分 800円
(1,000円)

10月 1,500円
(2,100円)

10・11・12月分 1,800円
(2,400円)

11月 1,000円
(1,400円)

11・12月分 1,300円
(1,700円)

12月 500円
(700円)

12月分 800円
(1,000円)

1月 1,500円
(2,100円)

1・2・3月分 1,800円
(2,400円)

2月 1,000円
(1,400円)

2・3月分 1,300円
(1,700円)

3月 500円
(700円)

3月分 800円
(1,000円)

加入月
１名あたりの金額

会費

300円

【入会区分・入会できる方】 

■事業所会員･･･会員数２名以上で加入 

町田市内の中小企業で働く従業員（パートタイマー含む）

と事業主の方 

※入会方法は事業所全体、または事業所内グループ 

■個人会員･･････会員数１名で加入 

市内在住で町田市内外の中小企業で働く従業員（パート

タイマー含む）と個人事業主の方 

【入会できない方】 

■６カ月未満の期間を定めて雇用されている方 

■季節的業務に雇用されている方 

■入会時において、入院加療中の方 

【サービス開始までの流れ】 

 ①入会手続き：（下記） 

 ↓ 

 ②ご入会当月：給付金以外のサービスがご利用可能です。 

 ↓ 

 ③ご入会翌月：給付金資格の発生。 

【入会手続き】 

1.窓口の場合 

①【入会時の必要書類】（下記）に記入の上、入会金・ 

会費を添えて「当センター」までご提出ください。 

  ↓ 

②ご提出・お支払日が入会日となります。 

 2.窓口以外（振込）の場合 
①「入会時の必要書類」（下記）にご記入の上、「当セン

ター」までご郵送またはＦＡＸしてください。 

◆当月中の入会を希望される場合 

当月中にご入金が可能であれば、受付可能です。 

（20日頃までに書類が届きますようお願いします。） 

 ◆翌月からの入会を希望される場合 

  書類発送時、ご指定ください。 

  ↓ 

②入会金・会費のご請求用紙等を郵送いたします。 

（翌月入会分は当月末郵送） 

↓ 

③お振込日が入会日となります。 

【入会時の必要書類】 

1.新規入会 
（事業所の新規入会） 

2.追加入会 
（社員の追加入会） 

①事業所入会申込書※ 

②会員入会申込書※ 

③会費口座振替依頼書※ 
 

◆上記のほか、加入人数が５名以

下の場合、「入会時にご提示いた

だく書類」※が必要です。 

①会員入会申込書※ 

※印の書類はホームページからダウンロードできます。 

（「各種お手続き」→「事業所向け書類のダウンロード」） 

  

【退会手続き】 

※印の書類はホームページからダウンロードできます。 

◆会員証等はお手数でも破棄してください。 

注）未納会費がある場合、退会はできません。 

【会費のご請求】 

1.新規・追加入会の入会金・会費 

  【ご入会時に必要な入会金・月会費】（下記）をご参照く 

ださい。 

＜重要＞追加入会時の会費相殺 

各期（下表）の途中で会員が退会されても、納入された

会費は返金できません。ただし、同事業所で入会・退会

手続きを同時におこなう場合、入会の際に必要な会費の

うち、退会人数分の会費は相殺いたします。※同月中に

入会金のご入金が可能な場合に限ります。 

例）入会 4名・退会 2名の手続きを 6月に行った場合 

  ■入会金 300 円×4名＝1,200 名 

  ■会 費 500 円×2名(4 名－2名)×1ヶ月＝1,000 円 

2.継続加入の会費 

  起算日の会員人数で１期毎（３ヶ月）に、ご登録の口座 

から自動振替にて前納して頂きます。 

※起算日当日の退会者を除く 

 対象月 起算日 口座振替日 

第１期 4.5.6 3 月 31 日  4 月 13 日  

第２期 7.8.9 6 月 30 日  7 月 13 日  

第３期 10.11.12 9 月 30 日  10 月 13 日  

第４期 1.2.3 12 月 31 日  1 月 13 日  

  ※振替日が金融機関休業日の場合は、翌営業日。 

3.ご注意 

  会費を滞納されますと一切のサービスが停止され、 

２期分を滞納されますと退会となる場合がございます。 

【入会金・会費】 

■入会金（1人あたり）300 円 

■会 費（1人あたり） 

事業所会員：1期（3ヵ月）1500 円/１ヵ月あたり 500 円 

個人会員 ：1期（3ヵ月）2100 円/１ヵ月あたり 700 円 

※入会時における会費は、月割りの金額になります。 

※ご負担方法：①会社、②社員、③会社・社員双方負担 

※会社が負担した入会金・月会費は税法上、必要経費・損

金として処理できます。 

 

【ご入会時に必要な入会金・月会費】  事業所会員 
（個人会員） 

 

1.事業所の退会 
（事業所全体の退会） 

2.社員の退会 
（社員の退会（退社）） 

①退会届（※）をご郵送、または FAX してください。 

↓ 

②退会届を受理した日が退会日となります。 

事務の手引き 


